
 

自動車技術総合機構からのお知らせ 

（神奈川事務所の自動車審査業務規模の復旧について） 

【５月２９日(金) １５：００現在】 

 

日頃は機構業務にご協力頂き、ありがとうございます。 

職員の新型コロナウイルス感染により、一部業務の規模

を縮小しております神奈川事務所については、６月１日

（月）から通常どおり業務を実施致します。 

皆様にはご不便をおかけ致しました。今後とも機構業務

にご理解とご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 


